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「障害者基幹相談支援センター運営法人募集に向けた基本的な考え方」 
について（質問に対する回答） 

 
 
 日ごろは本市障害福祉行政の運営にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

さて、標記のことにつきましては、6 月 18 日に説明会を開催させていただい

たところですが、それ以降寄せられました質問への回答をとりまとめましたの

で別添のとおりお送りいたします。 
また、8 月 8 日に開催されました障害者施策推進協議会への提出資料であり、

ウェルネットなごやにも掲載しました「障害者基幹相談支援センター運営法人

募集に向けた基本的な考え方（Vo.２）」についても添付いたします。なお、こ

の Vo.２で提示した「職員の資格要件」については、厳しすぎるため職員確保

が困難であるとの意見がいくつか寄せられています。そのため、ある程度幅の

ある要件緩和について現在検討しているところですが、現時点での検討内容は

別添のとおりです。 
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